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京都府地域ケア確保推進指針（中間案）に対する
府民意見の募集結果について

平成20年４月１日
京都府健康福祉部高齢者支援課
（電話075-414-4578）

「京都府地域ケア確保推進指針」（中間案）について、府民の皆様から御意見を募集い
たしましたところ、お寄せいただいた御意見及びこれに対する府の考え方を下記のとおり
公表いたします。

また、提出された府民の皆様の意見を十分に考慮し、「京都府地域ケア確保推進指針」
をとりまとめましたので、あわせて公表します。

記

１ 意見募集期間 平成19年12月19日（水）～平成20年１月18日（金）

２ 意見提出者数 ２７名

３ 意見の要旨とこれに対する府の考え方

項目 意 見 の 要 旨 府 の 考 え 方

○介護療養型医療施設が廃止になる □指針においては、入院されている方の実態等を

と困る方が出てくると思うので、 踏まえ、現時点で必要と考えられる療養病床の

十分な対応ができるように願いた 見通しを指針の中に設定しました。また、療養

い。 病床の転換に伴う受け皿として必要な介護保険

療 ＜１１名＞ 施設の整備促進や在宅医療をはじめとする「地

養 域ケア体制を確保するために必要な方策」を具

病 体的に記載をしたところです。

床
の ○指針の策定が、療養病床の機械的 □療養病床の再編成への対応として、府民の方々

再 な削減に結びつかないようにされ の不安を解消することが当指針の目的の一つで

編 たい。 もあります。そのため当指針においては、実態

へ ＜２名＞ を踏まえ、現時点で考えられる療養病床の見通

の しを設定したところです。また、必要な介護保

対 険施設の整備等についても促進していく旨も記

応 載をしたところです。

に
つ ○療養病床の再編にあたっては高齢 □指針中の「地域ケア確保の基本的な考え方」に

い 者の立場に立つとともに高齢者の おいて、その趣旨を踏まえた記載をしたところ

て 人権を尊重したものとすべき。 です。

○今回の療養病床再編における施設 □施設基準等については、国が所管をしておりま

転換については、夜間の医師配置 すが、京都府としては、入院患者や医療機関が

や病床面積を現状維持とされるこ お困りにならないよう、国への提案・要望を行

とを希望する。 ったところです。
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項目 意 見 の 要 旨 府 の 考 え 方

○療養病床の再編に関する患者や地 □御提案の趣旨も踏まえ、府の相談窓口の充実や

域住民からの相談や苦情の対応に 市町村及び地域包括支援センター等の身近な相

ついては、京都府、関係市町村、 談窓口の必要性について、指針に記載をしたと

地域包括支援センターの相談窓口 ころです。

において対応されたい。

＜２名＞

療
○療養病床より他の施設に転換した □指針においては、引き続き人材確保に向けた取

養 場合、従業員数の調整が必要にな 組を進めていくことや、施設を転換をされる場

るが、その場合の職員維持の費用 合の支援策について、記載をしたところです。

病 等の捻出も必要。転換に際し、建

替えや改修が必要な場合もあわせ

床 資金援助を検討してほしい。

の ○指針中間案で、要介護２～５の方 □指針においては、介護保険施設の整備促進と併

は14.7％増加を予想しているが、 せ、在宅医療をはじめとする「地域ケア体制の

再 介護保険施設サービスは合計で 確保のために必要な方策」を提示しており、こ

5.5％の増加となる。要介護の伸 のような方策を通じた対応を進めてまいりたい

編 び率に比べて楽観的ではないか。 と考えております。

へ ○療養病床の稼働率の検証はされて □療養病床については、現在の高齢者保健福祉計

いるかどうか。 画と同様、稼働率は100％として見込んでおり

の ますが、次期介護保険事業支援計画の策定にお

いては、全国動向等も参考にしながら検証して

対 まいりたいと考えてしております。

応 ○65歳人口のピーク時（推測：2020 □療養病床の目標の検討においては、今後の高齢

年）における療養病床の必要数を 者の伸びを踏まえ、現時点で考えられる療養病

に 踏まえた数となるよう、更に拡大 床の見通しの設定を行ったところです。

させるべき。

つ
○現在の療養病床の設備基準はその □施設基準等については、国が所管をしておりま

い ままとし、経過措置を設けたり変 すが、京都府としては、入院患者や医療機関が

更はせず、報酬上のペナルティー お困りにならないよう、必要な療養環境確保の

て も科さないようにされたい。 ための措置を国の責任をおいて講じるよう、要

望したところです。

○施設が経営的に安定出来なけれ □指針の策定に当たっては、各医療機関に対する

ば、療養病床の再編に対応するこ アンケートやヒアリングを随時実施するなど、

とは不可能である。各病院毎の実 その実情を出来る限り踏まえたものとしたとこ

情を踏まえた対応を願いたい。 ろです。
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項目 意 見 の 要 旨 府 の 考 え 方

○指針中間案に提示されている方策 □地域ケア体制を確保する方策については、指針

を進めていくことが必要だと考え 中間案での記載を引き続き提示しております。

る。なお、在宅サービスは施設よ なお、当指針の目的の一つは、サービス提供に

地 りも非効率で、それを進めること おける今後の見通しを立てることにあり、医療

が医療費や介護費用の削減につな 費や介護費用の削減に係る記載をすることは、

域 がらないことは明記すべきではな 適切でないと考えております。

いか。

ケ
○先ず優先するべきは、在宅医療の □在宅医療につきましては「地域ケア体制を確保

ア 充実である。 するための方策」において、具体的に記載をし

たところです。

を
○現在と転換後の老人保健施設にお □施設の人員配置基準については国が所管してお

確 いて、人員配置基準の格差を生じ りますが、京都府としては、適切な人員配置基

ることにならないよう賢慮してい 準となるように要望等を行ってきたところです。

保 ただきたい。

す ○これからの対応として、自宅以外 □入院患者の方の受け皿づくりについては、介護

での受け皿づくり（介護保険施設 保険施設の整備を促進していく旨のほか、高齢

る 及び高齢者住宅など）や低所得者 者の多様な住まいについても、検討をしていく

に対する支援が重要である。 ことを記載したところです。

た
○既に実施されている介護予防事業 □介護予防については、各市町村において取組が

め は、効果的に実践されているのか 進められていますが、より効果的な取組となる

どうか知りたい。 よう府としての人材養成への支援等を行ってい

の るところです。

方 ○ケア技術の向上に見合った報酬の □介護報酬のあり方については、当指針において

改善をしない限り、課題は達成で は触れておりませんが、府として国に対し、改

策 きないのではないか。 善要望等を行っているところです。

に ○中間案に、短期入所生活介護施設 □高齢者の受け皿となる施設の整備促進について

（ショートステイ）について言及 は、指針の中で提示しておりますが、ショート

つ がない。京都府において実態と課 ステイのあり方については、引き続き検討をし

題について調査し、その結果を基 ていきたいと考えております。

い にして必要な対策を取るべき。

て ○指針中の「マンパワーの確保、ケ □介護報酬のあり方については、当指針において

ア技術の向上」の内容に関しては は触れておりませんが、府として国に対し、改

賛成。ただ、今の給与条件では人 善要望等を行っているところです。

材確保ができないのではないか。

府としても国に介護報酬の引き上

げを要望すると共に、何らかの補

助を事業所にできないか検討して

ほしい。
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項目 意 見 の 要 旨 府 の 考 え 方

○看護師養成数及び訪問看護に係る □介護報酬のあり方については国に対し、改善要

報酬を増やすこと。 望等をしております。また看護師の人材確保策

についても、引き続き検討していくこととして

地 おります。

域 ○高齢者が安心して暮らすために、 □介護保険制度における低所得者対策の充実につ

介護保険料が上がらないように、 いては、制度設計に責任を有する国が対応され

ケ また、低所得者への減免制度や、 るよう提案・要望を行っております。なお、府

国の補助を増やすなど、府として ではいままでから、施設入所時での食費・居住

ア も国に要望するとともに、府独自 費負担に係る府独自の軽減策なども実施してい

の補助制度についても検討してい るところです。

を ただきたい。

＜２名＞
確

○特別養護老人ホームや他の介護保 □療養病床の転換に伴い、高齢者の受け皿となる

保 険施設の拡充を要望する。 施設整備の促進については、当指針においても

記載をしたところです。

す
○主治医から指示書をもらい、看護 □指針においては、医療ニーズのある方に対する

る 師が訪問する状況の中で、訪問看 地域生活への支援として訪問看護ステーション

護ステーションのネットワーク化 への支援が必要であること等を具体的に提示し

た が可能になるかどうか。また、療 たところです。

養病床の再編に伴い、医療の必要

め 性の高い利用者の行き場がなくな

らないよう、訪問看護師が働きた

の いと思える事業所整備は必要。

方 ○地域ケア確保に関し、より具体的 □指針において、地域ケアを確保するために必要

で有効な方策を早急に示すととも な方策を提示したところです。また、緊急性の

策 に、その実行に必要な予算を十分 高い事業等については、平成20年度当初予算案

に確保されたい。 に計上をしたところです。

に
○必要な医療・介護サービスが切れ □指針の「４地域ケア体制を確保するための方策」

つ 間なく安定的に提供するための有 において、具体的に必要な施策の提示をしたと

効な具体案を早急に示されたい。 ころです。

い
○地域密着型サービスについては、 □地域密着型サービスについては、すでに他市町

て 地域の実情に応じて他市町村から 村からの利用も保険者の判断により可能となっ

の利用数も十分に確保されたい。 ております。なお、次期介護保険事業計画の検

討に際しては、その必要利用定員総数数につい

ても、検討されることになっております。

○地域包括支援センターへの経済的 □指針の「４地域ケア体制を確保するための方策」

支援や人員体制を手厚くしてほし において、地域包括支援センターを核とした相

い。 談体制の確立について記載するなど、必要な施

策を提示したところです。
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項目 意 見 の 要 旨 府 の 考 え 方

○看護師に対する奨学金等の助成・ □人材確保策については、指針の「４地域ケア体

免除の拡大を図ってほしい。また、 制を確保するための方策」において、具体的に

診療報酬・介護報酬上の評価を国 必要な施策を提示しております。また、国への

地 に求め、実現させること。さらに 要望は、府としても行っておりますが、事務軽

は、事務作業や書類作成の簡略化 減に関する事項については、引き続き検討して

域 を図り、各職種での負担を軽減さ いきたいと考えております。

せてほしい。

ケ
○虐待通報者の保護にも留意するこ □虐待を通報された方への保護については、「高

ア と。 齢者虐待防止法」に規定されているところであ

り、その取扱いには留意してまいりたいと考え

を ております。

確 ○高齢者の見守り確保に向けた取組 □指針の「４地域ケア体制を確保するための方策」

はよいことだと思う。高齢者が日 において、地域での見守りの確保に係る必要な

保 常生活圏域内で家族と共に暮らせ 施策の提示をしたところです。

る見守り体制の確保に向けた取組

す みが必要。

る ○乳児から高齢者まで安心して信頼 □御提案いただいた御意見も参考にしながら、当

でき、歴史ある京都を高齢者から 指針の基本姿勢等の記載を行ったところです。

た 学び、私たちや子供たちに伝え続

けられるビジョンを進め、府民が

め 元気で生活できる京都にしてほし

い。

の
○「介護等サービスの整備促進、マ □御提案の趣旨も踏まえ、訪問看護ステーション

方 ンパワーの確保、ケア技術向上に の充実や介護職の医療知識研修等の必要性など

向けた取組」においては、退院さ についても、指針に記載したところです。

策 れる際の引継が大変重要になって

くると考えられる、その視点に立

に ったの研修と指導が要求されるの

でないか。

つ
○今後、在宅ケアをさらに充実を図 □介護報酬のあり方については、府としても国に

い るなら、医師をはじめ看護師やケ 対し改善要望をしているところです。また幅広

アマネジャーが地域を見据えた視 い人材確保策の充実等についても、府として引

て 野を持てる人員体制と給与のあり き続き検討していくこととしております。

方を検討していくことが必要。そ

のためにも介護報酬の改善が必要

と考える。
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項目 意 見 の 要 旨 府 の 考 え 方

地 ○指針の中間案に「地域安心見守り □「地域安心見守りカード」については、ご提案

域 カード」の提案がある。地域にと の趣旨も踏まえ、引き続き検討してまいりたい

ケ って必要であり、また、安心のた と考えております。

ア めには、個人情報に阻まれること

を なく、地域に住む住民全てが共有

確 できるものとして、実現すること

保 が必要。

す
る ○「地域包括支援センターを核とし □指針の「４地域ケア体制を確保するための方策」

た た相談ネットワーク構築」と書か において、具体的に必要な施策を提示したとこ

め れてあり、そうあることが重要だ ろです。

の と考える。

方
策 ○地域ケアの確保のためには、もっ □医療・介護の制度設計に責任を有する国に対し

に と国が医療にお金を使うことが必 ては、必要な措置を国の責任において講じるこ

つ 要。引き続き京都府が、国が医療 となどを府として要望しているところです。

い 保障に責任を持つよう要望された

て い。

地 ○療養病床数について、京都府が全 □当指針の検討に当たっては、他府県の動向も踏

域 国平均を下回り、全国で25位とな まえながら、療養病床の見通しに係る検討等を

ケ っている現状や、圏域別の療養病 行ってきたところです。なお、各圏域別の検討

ア 床数の地域間格差は、今後の地域 については、次期高齢者保健福祉計画の策定に

指 ケアのあり方を考える上で、チェ 際し、検討することとしております。

針 ックしていくべき課題である。

の
作 ○利用者の実態や医療機関の意向を □指針の策定に当たっては、アンケート調査の実

成 十分把握されるとともに、移行す 施や、府政円卓会議の開催、医療機関に対する

方 る利用者の受け皿づくりの推進に ヒアリングなどを通じ、利用者等の実態や意向

法 向けて検討され、京都府の実情を を把握させていただいたところです。また、国

に 国に向け働きかけをお願いする。 に対しては、引き続き、京都府の実情を伝えて

関 ＜２名＞ いきたいと考えております。

し
て

○社会保障制度が変化していく中で □御提案の趣旨に沿った形で、指針の検討を進め

そ 地域ケアの確保・推進が検討され てきており、指針の基本的な考え方においても

の ねばならないが、京都府において 「高齢者の立場に立った保健・医療・福祉の一

他 は引き続き、高齢者の生命と健康 体的サービスの提供」なども掲げたところです。

を守る立場で論議を進めていかれ

ることを望む。


